
社会資本総合整備計画書
（愛知県　犬山市）

令和 4年 1月17日（当初）
令和 6年 1月25日（第１回変更）
令和 7年 1月28日（第２回変更）
令和 8年 1月20日（第３回変更）









様式３（参考図面）

計画の名称 犬山市における下水道普及の推進（重点計画）

計画の期間 令和４年度　～　令和８年度（５年間） 犬山市

凡例

下水道法による事業計画区域

流域下水道幹線

整備済み区域

汚水枝線管きょ整備区域（A07-001）

整備済み公共下水道汚水幹線

汚水幹線管きょ整備箇所

汚水枝線管きょ整備区域（A07-002）

汚水枝線管きょ整備区域（A07-003）

汚水枝線管きょ整備区域（A07-004）

交付対象

国道41号線
名鉄犬山駅

A07-001 五条川右岸処理区(未普及解消)

流域区界
五条川右岸

五条川左岸

A07-002 五条川左岸処理区(前原台地区未普及解消)

名古屋鉄道

A07-003 五条川左岸処理区(番前地区未普及解消)

A07-004 五条川左岸処理区(五郎丸地区未普及解消)


